
町からの
お知らせ

～知って役立つ～

 

⼥
性
を
め
ぐ
る
様
々
な
⼈
権
問
題
の

解
決
を
図
る
こ
と
を
⽬
的
と
し
て
︑
11

⽉
13
⽇
か
ら
19
⽇
を
﹁
⼥
性
の
⼈
権

ホ
ỿ
ト
ラ
イ
ン
強
化
週
間
﹂
と
し
︑
相

談
時
間
を
延
⻑
す
る
な
ど
の
取
り
組
み

を
実
施
し
て
い
ま
す
︒

▼
相
談
受
付
時
間
※
強
化
週
間
中

平
⽇⽇午
前
８
時
30
分
Ộ
午
後
７
時

⼟
⽇⽇午
前
10
時
Ộ
午
後
５
時

▼
電
話
番
号

０
５
７
０︵
０
７
０
︶８
１
０

※
Ｉ
Ｐ
電
話
不
可

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

⿅
児
島
地
⽅
法
務
局 

⼈
権
擁
護
課

☎
０
９
９︵
２
１
９
︶２
１
７
０

 

ご
⾃
⾝
で
書
い
た
遺
⾔
書
を
法
務
局

で
保
管
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
︒
⼤
切

務
が
煩
雑
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま

す
の
で
︑
⿅
屋
税
務
署
に
て
説
明
会
を

開
催
し
ま
す
︒
定
員
に
限
り
が
あ
り
ま

す
の
で
︑
参
加
希
望
を
さ
れ
る
⽅
は
︑

⿅
屋
税
務
署
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
︒

▼
日
時
 

11
⽉
26
⽇
︵
⽕
︶

○
午
前
の
部 

午
前
10
時
Ộ
12
時

○
午
後
の
部 

午
後
２
時
Ộ
４
時

▼
場
所
 

⿅
屋
税
務
署
︵
⿅
屋
市
⻄
原

４
丁
⽬
５
ổ
１
︶

▼
定
員
 

各
50
名

▼
お
問
い
合
わ
せ
先　

⿅
屋
税
務
署 

法
⼈
課
税
部
⾨

☎
０
９
９
４︵
42
︶３
１
２
９

 

⼼
の
健
康
に
つ
い
て
⼼
配
の
あ
る
⼈

に
精
神
科
医
師
が
相
談
に
応
じ
ま
す
︒

本
⼈
だ
け
で
な
く
︑
家
族
の
同
席
や
家

族
だ
け
で
の
相
談
も
可
能
で
す
︒
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
︒

▼
相
談
内
容
 

気
分
の
落
ち
込
み
・
不

眠
・
ひ
き
こ
も
り
・
⼈
間
関
係
・
認
知

症
・
依
存
症
な
ど

▼
日
時
 

12
⽉
３
⽇
︵
⽕
︶

 
 
 
 

午
後
２
時
Ộ
４
時

▼
会
場
 

⿅
屋
保
健
所 

２
階

地
域
保
健
福
祉
課 

相
談
室

▼
申
込
締
切

11
⽉
26
⽇
︵
⽕
︶
ま
で
に
電
話
に
て
お

申
込
み
※
先
着
３
名
ま
で

▼
相
談
料
 

無
料

▼
お
問
い
合
わ
せ
及
び
申
込
先

⼤
隅
地
域
振
興
局
地
域
保
健
福
祉
課

☎
０
９
９
４︵
52
︶２
１
２
４

こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
日

 

⼈
権
は
⼈
間
が
幸
福
な
⼈
⽣
を
送

る
上
で
最
も
⼤
切
な
権
利
で
す
︒

 

⽇
常
⽣
活
の
な
か
で
の
様
々
な
悩
み

や
⼼
配
ご
と
つ
い
て
︑
お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
︒

▼
相
談
内
容

 

家
庭
内
・
近
隣
間
の
ト
ラ
ブ
ル
や
相

続
・
⾦
銭
問
題
で
の
悩
み
ご
と
等

▼
開
設
日
等

12
⽉
４
⽇
︵
⽔
︶

場
所
 

内
之
浦
総
合
⽀
所

12
⽉
５
⽇
︵
⽊
︶

場
所
 

町
コ
ミ
ἁニ
テỻ
セ
ン
タ
ổ

▼
時
間
 

午
前
10
時
Ộ
午
後
３
時

※ 

電
話
相
談
は
平
⽇
の
午
前
８
時
30
分

Ộ
午
後
５
時
15
分
ま
で
可
能
で
す
︒

▼
お
問
い
合
わ
せ
先 

⿅
児
島
地
⽅
法
務
局
⿅
屋
⽀
局

☎
０
９
９
４︵
43
︶６
７
９
０

特
設
人
権
相
談
所　

開
設

鹿児島県の鹿児島県の最低賃金最低賃金
鹿児島県

最低賃金

時間額 効力発生日

953 円 令和６年
10 月５日

鹿児島県内のすべての労働者及び

使用者に適用されます
お問い合わせ先  ⿅児島労働局賃⾦室 ☎ 099（223）8278
         ⿅屋労働基準監督署 ☎ 0994（43）3385

 この最低賃⾦は、臨時、パート、アルバイトなどす
べての労働者に適⽤され、使⽤者は、最低賃⾦額以上
の賃⾦を⽀払わなければなりません。
 また、特定の産業の労働者と使⽤者に適⽤される特
定（産業別）最低賃⾦は、⾼い⽅の最低賃⾦額以上の
賃⾦を⽀払わなければなりません。

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

11
月
15
日
は
い
い
遺
言
の
日

預
け
て
安
心

自
筆
証
書
遺
言
書
保
管
制
度

な
遺
⾔
書
の
紛
失
や
改
ざ
ん
を
防
⽌
で

き
ま
す
の
で
︑
ご
⾃
⾝
の
財
産
を
⼤
切

な
⽅
に
確
実
に
託
す
⽅
法
の
⼀
つ
と
し

て
︑
ぜ
ひ
本
制
度
の
利
⽤
を
ご
検
討
く

だ
さ
い
︒

▼
利
用
手
数
料
 

３
︐
９
０
０
円

※
事
前
予
約
必
須

 

詳
細
に
つ
い
て
は
︑
法
務
省
ホ
ổ
ム

ペ
ổ
ジ
⼜
は
お
近
く
の
法
務
局
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
︒

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

⿅
児
島
地
⽅
法
務
局
⿅
屋
⽀
局

☎
０
９
９
４︵
43
︶６
７
９
０

 

⿅
児
島
県
弁
護
⼠
会
主
催
の
無
料
法

律
相
談
会
が
実
施
さ
れ
ま
す
︒

 

予
約
制
で
す
が
︑
定
数
に
満
た
な
い

場
合
は
︑
当
⽇
受
付
も
可
能
で
す
︒

▼
日
時
 

11
⽉
22
⽇
︵
⾦
︶

 
 
 
 

午
後
１
時
Ộ
４
時

▼
場
所
 

肝
付
町
役
場 

第
２
会
議
室

▼
お
問
い
合
わ
せ
先　

⿅
児
島
県
弁
護
⼠
会

☎
０
９
９︵
２
２
６
︶３
７
６
５

 

令
和
６
年
分
の
年
末
調
整
事
務
は
︑

定
額
減
税
等
に
よ
り
︑
例
年
に
⽐
べ
事

巡
回
無
料
法
律
相
談
の

お
知
ら
せ

年
末
調
整
説
明
会

（
定
額
減
税
関
係
）開
催

November 2024　14



①家庭内にある蛇⼝を全て閉めます。
② ⽔を使わない状態でメーターのパイロットが

回転していれば⽔漏れの可能性があります。

 肝付町管⼯事組合の漏⽔修繕当番業者
または指定給⽔装置⼯事事業者に修理を
依頼してください。なお、修理代⾦はお
客様の負担となります。
 漏⽔修繕当番表及び指定事業者⼀覧は、
肝付町ホームページに掲載してあります。

漏⽔修繕当番表
指定事業者⼀覧

【お問い合わせ】水道課　電話0994（65）8415【お問い合わせ】水道課　電話0994（65）8415

※パイロット
銀⾊の⻭⾞のようなもの

家庭で行える水漏れチェック

 みなさまの財産である給⽔管等は、⽼朽化等でどこ
の家庭でも漏⽔が起こり得る可能性があり、漏⽔を放
置すると⽔道料⾦にも影響を及ぼします。⽇ごろから
漏⽔していないか確認をすることをおすすめします。

水漏れチェック法

水漏れ箇所が確認できる場合

建築をする際の手続きが改正されます！
令和７年４⽉１⽇以降に建築に着⼯する場合…
①  県内どこでも階数２以上又は延べ面積200㎡超（※１）の建築をする場合、
建築物の申請手続き（※２）が必要となります。

※１：都市計画区域外の⽊造の場合でも必要となります。
   都市計画区域内は従来どおり、原則、規模に関わらず⼿続きが必要となります。
※２：建築基準法に基づく建築確認申請⼿続き

②  原則全ての新築建築物（増改築の場合は増改築部分のみ）を省エネ基準へ適合させる必要が
あります。

省エネ基準へ適合させるためには…？
断熱材の施⼯／断熱性の⾼い窓／⾼効率の設備機器等が必要です。

詳細については、県の地域振興局⼜は建築場所の市町村へお問い合わせください。
【⼤隅地域振興局】0994（52）2188 【肝付町役場建設課】0994（65）8424

●新富の⼀部 ●北⽅
●前⽥の⼀部 ●南⽅
●後⽥の⼀部 ●岸良
●波⾒の⼀部
●野崎の⼀部

都市計画区域外

申請書等はホームページを
ご覧頂くか、担当課まで
お問い合わせください。

勤務場所 ⾼⼭地区
勤務時間 ８時 30 分〜 16 時 30 分

（週５⽇）
報 酬 ⽇額 7,630 円
期末⼿当、勤勉⼿当有
雇⽤保険、通勤⼿当等有り

【お問い合わせ先】肝付町役場　建設課　☎ 0994（65）8424

肝付町内（⾼⼭地区）の道路等の草払いや道路施設の維持補修作業等
主な業務主な業務

・普通⾃動⾞免許保持者
・草刈機の安全衛⽣教育講習修了者※
・チェンソー特別教育講習修了者※
・体⼒に⾃信のある⽅

（※採⽤後の受講可。⾃⼰負担）

資格要件資格要件

維持補修管理等作業員募集維持補修管理等作業員募集
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